
 伊勢崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２０号 

   伊勢崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市職員退職手当支給条例（平成１７年伊勢崎市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

第１０条第１０項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次

に次の１号を加える。 

⑵ その者が次のいずれかに該当する場合 

ア  特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる 

者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職

業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの 

イ  雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由に 

より就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる

者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第

４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの  

第１０条第１１項第５号中「公共職業安定所」を「公共職業安定所、職業安

定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２に規

定する職業紹介事業者」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

１４ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第１０項の

規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで

及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定

する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４



条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、

かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると 

認めたもの」とあるのは 
「 イ  雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５ 

労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第 

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４条の２第１項 

１項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、 

に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第 

市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職 

４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに 

業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた 

掲げる者を除く。） 

もの 

   」 
とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条第１１項第５号の

改正規定及び附則第３項の規定は、平成３０年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市職員退職手当支給条例（以下「新条例」

という。）第１０条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第１４

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退

職した伊勢崎市職員退職手当支給条例第２条第１項に規定する職員（同条第

２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であっ

て伊勢崎市職員退職手当支給条例第１０条第１項第２号に規定する所定給付

日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号

の規定の例により雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定を適用し

た場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分



の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものに

ついて適用する。 

３ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第

１４号）第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年法律第１４１

号）（以下「改正後職業安定法」という。）第４条第８項に規定する特定地方

公共団体又は改正後職業安定法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹

介により職業に就いたものに対する新条例第１０条第１１項（第５号に係る

部分に限り、伊勢崎市職員退職手当支給条例第１０条第１５項において準用

する場合を含む。）の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた

日が附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について

適用する。 

 

 

 伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２１号 

   伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

（平成２７年伊勢崎市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第３号中「主任介護支援専門員（」の次に「介護支援専門員で

あって、」を加え、「者であって、当該研修又は同項第２号に規定する主任介護

支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超えない期間ごとに主任

介護支援専門員更新研修を修了した者」を「もの（当該研修を修了した日（以

下この号において「修了日」という。）から起算して５年を経過した者にあっ

ては、修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、



同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）」

に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢崎市地域包括支援センタ

ーの職員及び運営に関する基準を定める条例第４条第１項第３号の規定及び

次項から第５項までの規定は、平成２９年３月３１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者（以下「平成２

６年度以前修了者」という。）に係る最初の主任介護支援専門員更新研修

（この条例による改正後の伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第１項第３号の

規定により、同号に規定する修了日から起算して５年を経過するごとに、当

該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のも

のをいう。以下同じ。）については、同号の規定にかかわらず、平成３１年

３月３１日（平成２４年度から平成２６年度までに主任介護支援専門員研修

を修了した者にあっては、平成３２年３月３１日）までに修了した場合には、

同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。 

３ 前項の規定により新条例第４条第１項第３号に規定する日までの間に最初

の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の

主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、

同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日

とする。 

４ 前項の規定は、平成２６年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更

新研修を修了した日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日ま

での間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第４

条第１項第３号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場

合には、適用しない。 

５ 前３項の規定にかかわらず、平成２６年度以前修了者が、平成２９年３月

３１日以前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前



の例による。 

（伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の一部改正） 

６ 伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例（平成２７年伊勢崎市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

 

 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２２号 

   伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年伊勢崎市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に

「（支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項に規

定する通知）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 



  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２３号 

   伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例（平成２７年伊勢崎市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「７００円」を「０円」に改め、同表備考２中「第１条の２第２

号」を「第２条第２号」に改め、同表備考５⑵中「この表の括弧内の額」を

「１，４００円」に改める。 

 別表第２中「（７５０円）」を「（０円）」に改め、同表備考４中「第１条の２

第２号」を「第２条第２号」に改め、同表備考８⑵中「この表の括弧内の額」

を「１，５００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢崎市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成２９年４

月１日から適用する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の利用者負担について

適用し、平成２８年度分までの利用者負担については、なお従前の例による。 

 

 

伊勢崎市手話言語条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 



伊勢崎市条例第２４号 

伊勢崎市手話言語条例 

言語は、他者とコミュニケーションを図り、知識を蓄え、文化を創造する上

で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。 

手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現す

る言語である。ろう者は、物事を考え、お互いの気持ちを理解するための言語

として、尊厳をもって生きるための手段である手話を大切に育んできた。しか

し、長い間、手話は言語として認められなかったことから、ろう者は、多くの

不便や不安を感じながら生活してきた。 

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言

語であると規定され、群馬県においても平成２７年４月１日に群馬県手話言語

条例が施行されるなど手話に対する認識が変わってきている。 

伊勢崎市においては、ろう者に対する社会的理解が十分でなかった昭和３１

年に「伊勢崎市ろうあ協会」が結成され、「聞こえる人と変わらない普通の生

活の実現」を理想に掲げ、いつでも、どこでも、誰とでも手話による意思疎通

ができる地域社会を目指して、各種活動に積極的に取り組んできた。 

これらの経緯を踏まえて伊勢崎市は、手話やろう者への理解の裾野を広げ全

ての市民が心の 絆
きずな

を結び、安心して生活できる優しいふるさとの発展に力を

合わせていくことを目指し、この条例を制定するものである。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話に関する基本理念等を定めることにより、市民の手

話への理解及び手話の普及の促進を図り、もって全ての市民が共に生きる地

域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 手話への理解、手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき実

施されるものであり、手話を必要とする人の手話等による意思疎通を図る権

利は最大限尊重されなければならない。 

（市の責務） 

第３条 市は、ろう者、手話通訳士、手話通訳者その他の手話に関わる者の協

力を得て、広く市民の手話への理解を広げ、手話の普及を図り、手話を学ぶ



機会等の確保に努めるなど、手話を使いやすい環境を構築するための施策を

推進するものとする。 

 （ろう者等の役割） 

第４条 ろう者及びろう者の団体は、手話への理解及び手話の普及の促進のた

めの活動を行うよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する手話に関する施策に対し

て積極的に協力するよう努めるものとする。 

 （教育機関等の役割） 

第６条 教育機関、保育施設等は、手話への理解、手話を学ぶ機会及び手話に

触れる機会の確保に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、ろう者との意思疎通支援について配慮するとともに、ろう

者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 

 （医療機関の役割） 

第８条 医療機関の開設者は、ろう者との意思疎通支援について配慮するとと

もに、手話通訳者の同席に対する理解に努めるものとする。 

（県との連携及び協力） 

第９条 市は、手話への理解、手話の普及その他手話を使いやすい環境の整備

に当たって、県と連携し、協力するよう努めるものとする。 

（施策の推進） 

第１０条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

⑴ 手話への理解及び手話の普及を図るための施策 

⑵ 手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策 

⑶ 手話を使うことができる環境整備に関する施策 

⑷ 手話による意思疎通支援者のための施策 

（災害時の対応） 

第１１条 市は、災害時において、ろう者に対し、手話通訳者の派遣その他情

報の取得及び意思疎通の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 



 （人材の確保） 

第１２条 市は、第１０条に規定する施策を推進するため、必要な人材の確保

に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第１３条 市は、第１０条に規定する施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２６日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２５号 

   伊勢崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市都市公園条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３１条中「法第５条の３」を「法第５条の１１」に改める。 

 別表第３の２中「電光得点標示器」を「電光得点表示器」に改める。 

   附 則 

 この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）

の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、

別表第３の２の改正規定は、公布の日から施行する。 

 


